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■昭和村学校施設の現況

現在における我が国は人口減少社会と少子高齢化の波が社会現象としておしよせて
います。
特に地方都市や郡部における少子化の傾向は加速度的な進捗を伴い進行しているこ
とから各自治体でも対策が急務とされています。
高度成長期以降に教室数の確保から量産された学校施設は空き教室が目立つと共に
老朽化に伴う長寿命化改修など施設維持における課題と、地域における教育施設の
合理化等の課題を抱えています。
昭和村では現在３つの小学校が各学校区に存在し地区ごとに特色のある教育が行わ
れていますが、令和元年からの「昭和村学校の在り方検討委員会」では次世代の昭
和村を担う子ども達への教育効果の充実を第一に考え、より良い教育環境はどうあ
るべきかに重点をおき、議論を重ねてきました。
さらに、「昭和村小学校の統合に向けた検討委員会」では「昭和村の小学校３校を
統合して１校とし、新しい場所に中学校と一体となった校舎を建設し、郷土愛を育
む小中一貫校をつくる」ことを希望する提言が行われました。
そこで、本業務では新たな学びの場を造るために必要とされる校舎や体育館等の建
築物の面積や、グラウンドや駐車場用地を含めた必要敷地面積の算出を行い、建設
における最適地を村内に点在する候補地から選定するものとします。
選定では文部科学省の学校設置要件に適合する敷地であると共に、周囲の交通イン
フラの整備状況や災害時の安全性、通学における利便性など、様々な側面からシミ
ュレーションを実施することで建設候補地の絞り込みを図るものとします。
最後に本業務における検討結果が昭和村唯一の学校施設計画に有意義な資料として
活用されることを期待します。

　　　　　　　　　　　　　　　令和５年８月　　株式会社　福島建築設計事務所

はじめに
         番号 施設名    延べ⾯積ｍ2   建築年度（代表棟） 

学校教育系施設  

01  東⼩学校  3,608(校舎)  1996(校舎) 
02  南⼩学校  4,904(校舎) 1994(校舎) 
03  ⼤河原⼩学校  2,020(校舎) 1980(校舎) 

04  昭和中学校  5,305(校舎) 1990(校舎) 
05  給⾷センター  760 2001 

※新耐震基準：1981（S56）6 ⽉ 1 ⽇以降の確認申請 
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昭和村立統合小学校、中学校整備計画における各基準面積の算定

敷地面積、校舎延べ面積、屋内運動場延べ面積における各面積の算定は以下の基準
をもとに検討するものとします。

※1「小中学校設置基準」（平成14年3月29日　文部科学省令第15号）

※2「義務教育諸学校の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」
　（平成30年3月22日号外　政令第52号（第9次改正））

※3「小・中学校規模別校地面積基準表」
　「公立学校施設整備費補助金(特定市町村公立小中学校規模適正化特別整備事業)
　　交付要綱の運用細目」　(平成8年5月11 日付け文教施第22号)より引用

※4「近年の類似施設における実績値」

与条件：（R9年度予測）下記で算出するものとします。
小学校児童数：285人、普通教室12学級（6学年×2学級）
中学校生徒数：154人、普通教室6学級（3学年×2学級）

◆小学部専有敷地面積

※1：　運動場面積　2400+10×(児童数285-240)=2,850ｍ2

※3：　（内訳　建物敷地面積：9,330ｍ2　　運動場面積：6,653ｍ2）
専有敷地面積計=15,983ｍ2

◆中学部専有敷地面積

※1：　運動場面積　=3,600ｍ2

※3：　（内訳　建物敷地面積：7,395ｍ2　　運動場面積：6,178ｍ2）
専有敷地面積計=13,573ｍ2

◆小学部校舎延べ面積

※1：　校舎面積　500+5×（児童数285-40）=1,725ｍ2

※2：　12学級　3,881ｍ2+187m2×（学級数12-12）=3,881ｍ2

　　　3,881ｍ2+168m2×特別支援学級3学級×1.18（少人数授業用教室加算係数）
　　　=4,476ｍ2

※4：　実績値：12学級×348ｍ2（実績面積の平均値）=4,176ｍ2

◆中学部校舎延べ面積

※1：　校舎面積　600+6×（生徒数154-40）=1,284ｍ2

※2：　6学級　3,181ｍ2+324m2×（学級数6-6）=3,181ｍ2

　　　3,181ｍ2+168m2×特別支援学級2学級×1.105（少人数授業用教室加算係数）
　　　=3,552ｍ2

※4：　実績値：6学級×493ｍ2（実績面積の平均値）=2,958ｍ2

◆小学部屋内運動場面積

※2：　11学級<12学級<15学級　：　919ｍ2

◆中学部屋内運動場面積

※2：　1学級<6学級<17学級　：　1,138ｍ2

小学部専有敷地面積 中学部専有敷地面積

小学部校舎延べ面積 中学部校舎延べ面積

小学部屋内運動場延べ面積 中学部屋内運動場延べ面積

専有敷地面積

校舎延べ面積

屋内運動場延べ面積

15,983ｍ2 13,573ｍ2

4,476ｍ2 3,552ｍ2

919ｍ2 1,138ｍ2

29,556ｍ2以上要

8,028ｍ2以上要

2,057ｍ2以上要

算定根拠

算定結果 上記各基準を元に記載の面積が算出されました。

※特別支援学級３教室の根拠
特支は室定員８人とし、情緒・肢体の児童を４室設ける。ただし教室サイズは１/２教室とする。
さらに通級教室を２室（１/２教室サイズ）加算し、合計６教室となるが１/２教室であることから
実質３教室の加算とする。
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※1：小学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十四号）
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、小学校設置基準を次のように定める。

　（校舎及び運動場の面積等） 
第八条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

 2　校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他
により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設
けることができる

※1：中学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十五号）
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。

　（校舎及び運動場の面積等） 
第八条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

 2　校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他
により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設
けることができる
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※2：義務教育諸学校の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
（H30年政令第52号による改正）

（学級数に応ずる必要面積）
第七条　法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校（学校教育法（昭和二
十二年法律第二十六号）第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除
く。以下同じ。）、義務教育学校又は中等教育学校等（法第三条第一項第二号の二に規定する中等教育
学校等をいう。以下同じ。）にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

一　特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等　当該学校（中等教育学校の前期課程
を含む。以下同じ。）の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積（多目的教室を設ける
小学校にあっては当該面積に一・一〇八（多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目
的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動
式間仕切りその他の設備を有するものである場合（以下この項において「少人数授業用教室等を設ける
場合」という。）には、一・一八〇）を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあっては当
該面積に一・〇八五（少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五）を乗じて得た面積）

学校の種類 学級数 面積の計算方法 

小学校 

一学級及び二学級 
769 平方メートル＋279 平方メートル×（学級数
−1） 

三学級から五学級まで 
1，326 平方メートル＋381 平方メートル×（学級
数−3） 

六学級から十一学級ま
で 

2，468 平方メートル＋236 平方メートル×（学級
数−6） 

十二学級から十七学級
まで 

3，881 平方メートル＋187 平方メートル×（学級
数−12） 

十八学級以上 
5，000 平方メートル＋173 平方メートル×（学級
数−18） 

中学校及び中等教育学
校等 

一学級及び二学級 
848 平方メートル＋651 平方メートル×（学級数
−1） 

三学級から五学級まで 
2，150 平方メートル＋344 平方メートル×（学級
数−3） 

六学級から十一学級ま
で 

3，181 平方メートル＋324 平方メートル×（学級
数−6） 

十二学級から十七学級
まで 

5，129 平方メートル＋160 平方メートル×（学級
数−12） 

十八学級以上 
6，088 平方メートル＋217 平方メートル×（学級
数−18） 

 

３　法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別
支援学校にあっては、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者
、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支
援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。

学校の種類 学級数 面積 

小学校 

一学級から十

学級まで 

八九四平方メ

ートル 

十一学級から

十五学級まで 

九一九平方メ

ートル 

十六学級以上 

一、二一五平

方メートル 

中学校及び中等教育学校等 

一学級から十

七学級まで 

一、一三八平

方メートル 

十八学級以上 

一、四七六平

方メートル 

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童

等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 一学級以上 

九三二平方メ

ートル 

肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校

の小学部及び中学部 一学級以上 

一、〇九七平

方メートル 

 

４　法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教育学校にあっては、当該義務教育学
校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により計
算した面積を合計した面積とする。

５　法第六条第一項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、一級積雪寒
冷地域又は二級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して
定める面積を加えて行うものとする。

６　前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。

（児童生徒一人当たりの基準面積）
第八条　法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあっては三一・
三一平方メートル、特別支援学校にあっては、第三項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年法律第百十六号）第三条第三項に規定する文部科学大臣が
定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒（以下この条において「重複障害児童等」という。）以外の児童
又は生徒（肢体不自由者である児童又は生徒を除く。）をその寄宿舎に収容するものについては二九・四二平
方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについて
は三四・三六平方メートルとする。

二　特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等　当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除
した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の
数を乗じて得た面積（多目的教室を設ける小学校にあっては当該面積に一・一〇八（少人数授業用教室等を設
ける場合には、一・一八〇）を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあっては当該面積に一・〇
八五（少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五）を乗じて得た面積）を加えた面積

三　義務教育学校　当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞ
れみなして前二号の規定の例により計算した面積を合計した面積
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※3：小・中学校規模別校地面積基準表
※4：近年の同種施設における実績値

※3：小・中学校規模別校地面積基準表 
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面積	  
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数	  
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面積	  

内	 訳	  

建	 物	
敷	 地	  

運動

場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動

場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動

場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動

場	  

1	
2	
3	
4	
5	  

6,570	
7,041	
7,512	
8,221	
9,048	  

3,006	
3,477	
3,948	
4,419	
4,890	  

3,564	
3,564	
3,564	
3,802	
4,158	  

16	
17	
18	
19	
20	  

19,871	
20,639	
21,406	
22,037	
22,668	  

11,793	
12,264	
12,852	
13,305	
13,758	  

8,078	
8,375	
8,554	
8,732	
8,910	  

31	
32	
33	
34	
35	  

30,271	
30,902	
31,534	
32,165	
32,796	  

19,401	
19,854	
20,307	
20,760	
21,213	  

10,870	
11,048	
11,227	
11,405	
11,583	  

46	
47	
48	
49	
50	  

40,396	
41,027	
41,659	
42,290	
42,921	  

26,853	
27,306	
27,759	
28,212	
28,665	  

13,543	
13,721	
13,900	
14,078	
14,256	  

6	
7	
8	
9	
10	  

10,400	
11,228	
12,055	
12,883	
13,710	  

5,886	
6,357	
6,828	
7,299	
7,770	  

4,514	
4,871	
5,227	
5,584	
5,940	  

21	
22	
23	
24	
25	  

23,299	
23,930	
24,562	
25,193	
26,484	  

14,211	
14,664	
15,117	
15,570	
16,683	  

9,088	
9,266	
9,445	
9,623	
9,801	  

36	
37	
38	
39	
40	  

33,427	
34,715	
35,347	
35,978	
36,609	  

21,666	
22,776	
23,229	
23,682	
24,135	  

11,761	
11,939	
12,118	
12,296	
12,474	  

51	
52	
53	
54	
55	  

43,552	
44,183	
44,815	
45,446	
46,077	  

29,118	
29,571	
30,024	
30,477	
30,930	  

14,434	
14,612	
14,791	
14,969	
15,147	  

11	
12	
13	
14	
15	  

14,537	
15,983	
16,810	
18,217	
19,044	  

8,241	
9,330	
9,801	
10,851	
11,322	  

6,296	
6,653	
7,009	
7,366	
7,722	  

26	
27	
28	
29	
30	  

27,115	
27,746	
28,378	
29,009	
29,640	  

17,136	
17,589	
18,042	
18,495	
18,948	  

9,979	
10,157	
10,336	
10,514	
10,692	  

41	
42	
43	
44	
45	  

37,240	
37,871	
38,503	
39,134	
39,765	  

24,588	
25,041	
25,494	
25,947	
26,400	  

12,652	
12,830	
13,009	
13,187	
13,365	  

56	
57	
58	
59	
60	  

46,708	
47,339	
47,971	
48,602	
49,233	  

31,383	
31,836	
32,289	
32,742	
33,195	  

15,325	
15,503	
15,682	
15,860	
16,038	  

中学校	  

学	
級	
数	  

基準面

積	  

内	 訳	  学	
級	
数	  

基準面

積	  

内	 訳	  学	
級	
数	  

基準面

積	  

内	 訳	  学	
級	
数	  

基準面

積	  

内	 訳	  

建	 物	
敷	 地	  

運動

場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動場	  
建	 物	
敷	 地	  

運動場	  

1	
2	
3	
4	
5	  

8,229	
8,700	
10,734	
11,561	
12,567	  

3,477	
3,948	
5,982	
6,453	
6,924	  

4,752	
4,752	
4,752	
5,108	
5,643	  

11	
12	
13	
14	
15	  

20,067	
20,806	
21,544	
22,282	
24,059	  

11,484	
11,955	
12,426	
12,897	
14,406	  

8,583	
8,851	
9,118	
9,385	
9,653	  

21	
22	
23	
24	
25	  

29,358	
30,097	
30,835	
31,573	
32,312	  

18,102	
18,573	
19,044	
19,515	
19,986	  

11,256	
11,524	
11,791	
12,058	
12,326	  

31	
32	
33	
34	
35	  

36,891	
37,630	
38,518	
39,790	
40,529	  

22,962	
23,433	
24,054	
25,059	
25,530	  

13,929	
14,197	
14,464	
14,731	
14,999	  

6	
7	
8	
9	
10	  

13,573	
14,578	
15,584	
17,870	
18,876	  

7,395	
7,866	
8,337	
10,089	
10,560	  

6,178	
6,712	
7,247	
7,781	
8,316	  

16	
17	
18	
19	
20	  

24,797	
25,535	
26,273	
27,732	
28,470	  

14,877	
15,348	
15,819	
17,010	
17,481	  

9,920	
10,187	
10,454	
10,722	
10,989	  

26	
27	
28	
29	
30	  

33,050	
33,938	
34,676	
35,415	
36,153	  

20,457	
21,078	
21,549	
22,020	
22,491	  

12,593	
12,860	
13,127	
13,395	
13,662	  

36	
37	
38	
39	
40	  

41,267	
42,005	
42,743	
43,632	
44,370	  

26,001	
26,472	
26,943	
27,564	
28,035	  

15,266	
15,533	
15,800	
16,068	
16,335	  

(注)	
1.「公立学校施設整備費補助金(特定市町村公立小中学校規模適正化特別整備事業)交付要綱

の運用細目」(平成 8 年 5 月 11	 日付け文教施第 22 号)より引用。	  

2.実験実習地等がある場合は、被災した学校における敷地面積の「建物敷地及び運動場」面積(保有

面積)に対する割合を乗じた面積とすることができる。 

 

※4：近年の同種施設における実績値



株式会社　福島建築設計事務所 建設候補地選定のための検討項目 Ａ・006昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale

小中学校建設用地として最適な候補地を選定するため、以下に示す６つの項目につ
いて村内各所に点在する用地の比較検討を実施するものとします。

第三章　施設及び設備
　（一般的基準）
 第七条　
小学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでな
ければならない。
　（校舎及び運動場の面積等）  
第八条　
校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積
以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支
障がない場合は、この限りでない。 
2　校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし
、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない
場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
　（その他の施設）
 第十条　
小学校（中学校）には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただ
し、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、
この限りでない。

中学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十五号）
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

比較検討項目

Ａ・002「統合小中学校の施設規模の算定」により算出された、専有敷地面積の数値
以上の面積が確保され、かつ、校舎延べ面積・屋内運動場延べ面積の数値以上の建築
物、グラウンド、駐車場等の各機能が無理なく安全にゾーニング可能な敷地であるこ
と。

小学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十四号）
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

①：必要専有面積以上の敷地が確保できる

②：文部科学省が推奨する通学距離および通学時間である

・専有敷地面積　　　　：小学部　15,983ｍ2、中学部　13,573ｍ2　計29,556ｍ2以上
・校舎延べ面積　　　　：小学部　4,476ｍ2、　中学部　3,552ｍ2　計8,028ｍ2
・屋内運動場延べ面積　：小学部　919ｍ2、　中学部　1,138ｍ2　計2,057ｍ2
・グラウンド　　　　　：200ｍトラック、100ｍ直線走路、少年野球、サッカー等
・駐車場　　　　　　　：教職員用及び来校者用（100台～120台程度）
・生徒用駐輪場　　　　：150台以上
・地域との共創空間の確保

⑤：文化財調査、農振除外、開発許可申請等の法的手続きが比較的容易である

④：災害等における安全が確保できる

⑥：用地取得が比較的容易であり周辺道路整備やインフラ整備にコストを要しない

③：登下校時の時間を尊重すると共に遠距離通学者に対する配慮を両立させる

通学距離に関する法令基準等
（１）義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令
（適正な学校規模の条件）
第４条　法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は次の各号に掲げるものとする。
二　通学距離が小学校にあってはおおむね４ｋｍ以内、中学校にあってはおおむね６
ｋｍ以内であること。
（２）公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き
（Ｈ２７.１文部科学省）
徒歩や自転車による通学距離としては小学校で４ｋｍ以内、中学校で６ｋｍ以内とい
う基準はおおよその目安として引き続き妥当であると考えられる。
適切な交通手段が確保でき、かつ、遠距離通学や長時間通学によるデメリットを一定
程度解消できる見通しが立つということを前提として、通学時間について「おおむね
１時間以内」を一応の目安とした上で、判断を行うことが妥当と考えられる。

学校の配置にあたっては、児童生徒の通学条件を考慮することが重要である。
登下校における自宅と学校とを移動する行程や時間は、児童生徒にとって学校生活
の重要な役割を担うと言われている。
安全な通学路であることを前提とした徒歩や自転車での通学は、自然観察の場や異
年齢交流の場であり、社会性や人間形成を図る上で学校内での時間とは異なる大切な
場である。できるだけ徒歩通学可能な地域に計画することが推奨されるが、学校区
が広範囲になると遠距離通学の地域も生じる。遠距離通学の児童生徒はスクールバス
運行による安全確保と負担軽減に配慮する必要が求められる。
スクールバスによる運行ルートが増えるとバス購入費や維持費にコストを要する。

学校施設は児童生徒の安全を確保する学び舎であると共に、災害時は地域の避難場所
、避難所として地域住民を受け入れる役割を併せ持つ重要な施設である。
建設場所の選定は、想定される自然災害に対し最小限のリスク計画に基づいた敷地を
検討するべきである。
・地震　　　：安定した地耐力を有し断層や段丘に近接しないことで不動沈下等のリ
　　　　　　　スクを排除
・水害　　　：長雨やゲリラ豪雨による河川増水等のリスクを排除
・土砂災害　：土砂災害警戒区域（特別警戒区域）における急傾斜地の崩壊や土石流
　　　　　　　のリスクを排除

都市計画区域外、一万平方メートル超の敷地は開発許可申請が必要である。
建築物建設までに一定数の法適手続き期間を要することから文化財埋蔵調査の見込み
が少ない包蔵地を避けることや農振除外、開発許可申請等に必要以上の時間を要しな
い計画地の選定が望ましい。

専有敷地面積として３万平方メートル級の敷地面積を確保する必要があることから、
取得に係る費用と時間を抑えられる敷地であると共に、敷地周囲の道路整備状況や、
上下水、電力供給、通信等のインフラ整備状況を確認し整備にコストを要しない計画
地の選定が望ましい。

前提条件



株式会社　福島建築設計事務所 建設候補地のプロット図 Ａ・007昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale

この図面は、正確な境界を示したものではありません。
土地の境界確認や権利関係の資料としては使えません。
許可なく複製しないで下さい。

建設候補地③
面積：37,029.18ｍ2
外周：1,034.97ｍ

建設候補地①
面積：34,931.12ｍ2
外周：917.53ｍ

建設候補地⑤
面積：48,662.13ｍ2
外周：1,076.87ｍ

建設候補地④
面積：58,030.69ｍ2
外周：1,047.52ｍ

建設候補地⑦
面積：57,950,30ｍ2
外周：1,109.71ｍ

建設候補地⑥
面積：45,631.00ｍ2
外周：888.19ｍ

!昭和村役場

!04昭和中学校

!01東小学校

!02南小学校

!03大河原小学校

!05学校給食センター

統合小中学校建設候補地として
下記７ヶ所の敷地を検討するも
のとします。

建設候補地①　東小学校拡張地
建設候補地②　昭和中拡張地
建設候補地③　南小学校拡張地
建設候補地④　大字糸井地内
建設候補地⑤　大字森下地内
建設候補地⑥　道の駅隣接地
建設候補地⑦　運動公園隣接地

建設候補地②
面積：38,122.95ｍ2
外周：1,088.01ｍ

0 1ｋｍ 2ｋｍ 3ｋｍ 4ｋｍ 5ｋｍ 6ｋｍ



南　部
中　4名
小　6名10
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小　9名12
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文部科学省が推奨する通学距離（小学校４ｋｍ以内）範囲を示すため、
各候補地から３ｋｍ（通学路が直線でないため）の円を表示します。

3ｋｍ2ｋｍ1ｋｍ0ｋｍ

3ｋｍ

建設候補地③

建設候補地①

建設候補地⑤

建設候補地④

建設候補地⑦

建設候補地⑥

建設候補地②

3

株式会社　福島建築設計事務所 地区別児童生徒数の分布 Ａ・008昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale



　この地図は、大雨により片品川が増水し堤防が決壊した場合等を想定したものと、大雨による土砂災害の危険がある場所を示したものです。
　いざという時は、あなた自身の判断と行動が重要です。日頃から避難が必要になったときに備え、避難場所、避難ルートや連絡先等を確認しておきましょう。

避難場所

永井地区
入原地区
川額地区
森下地区
橡久保地区

貝野瀬地区
生越地区
中野地区
大河原地区
長者久保地区
追分地区
赤谷地区
赤城原地区

想定地区
がけ崩れ

土砂流 地滑り 地震 洪水

責任者
（管理者）

①永井住民センター
②子育保育園
③昭和村南小学校体育館
④昭和村社会体育館
⑤昭和村中学校体育館
⑥昭和村公民館
⑦昭和村東小学校体育館
⑧貝野瀬構造改善センター
⑨生越スポーツ交流施設

⑪追分住民センター
⑫赤谷住民センター
⑬赤城原区民館
⑭松ノ木平第１住民センター
⑮松ノ木平第２住民センター

〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

区　長
園　長
校　長
教育長
校　長
館　長
校　長
区　長
区　長

区　長
区　長
区　長
区　長
区　長

糸井地区

⑩昭和村大河原小学校
　体育館

松ノ木地区

〇 〇 〇 校　長

警戒レベル

情報入手先
聴く

かける

0180-992-898
キ ュ ウ キ ュ ウ ニ  ヤ ク バ

・村内 24カ所に「屋外スピーカー
（一部モーターサイレンあり）」を設置。
・各地区の住民センター等に「戸別受
信機」設置。

※放送後 24 時間が経過するまで情報
を確認できます。

登録すればメールで届きます…

うける

［配信情報］
・気象警報、大規模地震、避難情報
・火災情報、行政情報
・ゲリラ・特殊部隊攻撃情報・大規模
テロ情報、弾道ミサイル情報

URL:http://shouwa-staff.tenki.ne.jp/

見る

・自動的に起動して最大音量で情報が
伝達されます。
・緊急ランプが点灯。非常用照明とし
ても利用可。
・屋外の風雨に影響されません。
・沼田エフエム放送（FM-OZE）利用可。
※購入は役場まで。
１台 2,500 円（村補助込み）。

聴く 緊急告知 FMラジオ

聴く 見る

テレビ・ラジオ
インターネット

「集メール」の
　　登録はこちら

凡例［地図記号］

凡例

1:250,000

役場、診療所

「土砂災害警戒区域」（最新版、群馬県）
「利根川水系片品川園原ダム下流河川浸水想定図」（令和２年６月１２日、国土交通省関東地方整備局）
「土砂災害警戒区域」（最新版、群馬県）
「利根川水系片品川園原ダム下流河川浸水想定図」（令和２年６月１２日、国土交通省関東地方整備局）

高速道路
国道
主要地方道
一般県道
市町村界

土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）
土砂災害特別警戒区域（土石流）
土砂災害警戒区域（土石流）
土砂災害警戒区域（地すべり）※該当なし

10～20m未満
（想定される水深）

5～10m未満
3～5m未満
0.5～3m未満
～0.5m未
河川等範囲

避難場所

××

××
×× ××

昭和村 マップ防災

雨量監視システム防災行政無線

テレドーム

集メール

レベル５レベル５
情報の名称警戒レベル

警戒レベル4までに必ず避難！

主に求められる行動

レベル4レベル4

レベル3レベル3

レベル2レベル2

レベル1レベル1

危 

険 

度

高
い

低
い

危 

険 

度

高
い

低
い

緊急安全確保 命の危険
直ちに安全確保！

避難指示 危険な場所から
全員避難！

高齢者等避難 危険な場所から
高齢者等は避難！

大雨・洪水・高潮注意報 自らの避難行動を確認

早期注意情報 災害への心構えを高める

建設候補地②

建設候補地①

建設候補地③

建設候補地④

建設候補地⑤

建設候補地⑥

建設候補地⑦

株式会社　福島建築設計事務所 Ａ・009昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale昭和村防災マップ



土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

水深5～10ｍ未満
水深3～5ｍ未満

水深0.5～3ｍ未満

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

水深5～10ｍ未満

水深3～5ｍ未満

水深0.5～3ｍ未満

水深3～5ｍ未満

水深0.5～3ｍ未満

水深5～10ｍ未満

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

水深5～10ｍ未満

水深3～5ｍ未満

建設候補地②建設候補地① 建設候補地③
昭和中学校拡張地東小学校拡張地 南小学校拡張地

建設候補地①②③は、土砂災害
警戒区域内に位置する。
さらに建設候補地②は浸水想定
区域に該当し、
最大3ｍ～5ｍ未満の水深が想定
される。

建設候補地⑥建設候補地⑤ 建設候補地⑦
道の駅隣接地大字森下地内 運動公園隣接地

建設候補地④
大字糸井地内

株式会社　福島建築設計事務所 Ａ・010昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale　防災マップ詳細図



包蔵区域にあたる

包蔵区域にあたる

※赤い点が包蔵区域（埋蔵文化財の可能性のある区域）を表す
※無地の地域でも未調査のエリアも含まれているため包蔵の可能性もある。

建設候補地②

建設候補地①

建設候補地③

建設候補地④

建設候補地⑤

建設候補地⑥

建設候補地⑦

株式会社　福島建築設計事務所 Ａ・011昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale　昭和村包蔵区域



株式会社　福島建築設計事務所 建設候補地比較検討表 Ａ・012昭和村統合小中学校建設場所提案業務 NoScale

・敷地形状

・敷地面積
・敷地外周延長距離

比較検討項目
建設候補地① 建設候補地③ 建設候補地⑤建設候補地④ 建設候補地⑦建設候補地⑥
東小学校拡張地 南小学校拡張地 運動公園隣接地道の駅隣接地大字森下地内大字糸井地内

建設候補地②
昭和中学校拡張地

面積：34,931.12ｍ2
外周：917.53ｍ

面積：37,029.18ｍ2
外周：1,034.97ｍ

面積：48,662.13ｍ2
外周：1,076.87ｍ

面積：57,950,30ｍ2
外周：1,109.71ｍ

面積：38,122.95ｍ2
外周：1,088.01ｍ

考
　
　
察

総　合　評　価

必要専有面積以上の
敷地が確保できる

文部科学省が推奨す
る通学距離および通
学時間である

文化財調査、農振除
外、開発許可申請等
の法的手続きが比
較的容易である

災害等における安全
が確保できる

用地取得が比較的容
易であり周辺道路整
備やインフラ整備に
コストを要しない

登下校時の時間を尊
重すると共に遠距離
通学者に対する配慮
を両立させる

①

②

③

④

⑤

⑥

・大変優れている：５
・優れている　　：４
・普通　　　　　：３
・課題が残る　　：２
・支障がある　　：１

・約3万ｍ2超の敷地面積を有す
　るが、既存校舎を活用しなが
　らの現地建替計画が求められ
　るため、児童の安全確保と土
　地利用計画に制限が生じる。
・不整形な敷地のため必要とさ
　れる専有敷地面積を超過する
　整備計画となる可能性がある

・村内でも比較的に児童数の多
　い吹張や上内出地区を有する
　エリアであるが、児童数の多
　い現南小学校区からの児童の
　通学距離が４ｋｍ超となり推
　奨距離を超える。

・現東小学校区の児童生徒は徒
　および自転車通学可能であり
　、登下校時の有意義な時間が
　確保されるが、その他の地域
　はスクールバス運行による登
　下校に依存する可能性が高い
　。

・敷地の一部が土砂災害警戒区
　域にかかる。
　大雨や長雨時に土石流や急傾
　斜地崩壊のリスクを伴う可能
　生がある。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は低い。
・地耐力は比較的良好。

△

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当する。試掘調
　査等に時間を要することや、
　文化財出土時は配置計画の変
　更も考えられる。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。

△

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・東小拡張地のため周辺道路や
　インフラ整備は既に整備済み
　。

◎

△

△

○

・東小拡張地のため現東小学校区の
　住民に違和感は無いが、村内全域
　からみると立地に偏りを感じる。
・現地建替のため敷地は拡張される
　が配置計画に難易度は高く、児童
　の安全管理が求められる。
・避難所としても立地的に十分とは
　いえない。

2

2

3

2

2

4

15

・約3万ｍ2超の敷地面積を有す
　るが、既存校舎を活用しなが
　らの現地建替計画が求められ
　るため、児童の安全確保と土
　地利用計画に制限が生じる。
・不整形な敷地のため必要とさ
　れる専有敷地面積を超過する
　整備計画となる可能性がある

・村内でも比較的に児童数の多
　い根岸や鎌沢、藤井地区を有
　するエリアであるが、児童数
　の多い現東小学校区からの児
　童の通学距離が４ｋｍ超とな
　り推奨距離を超える。

・現南小学校区の児童生徒は徒
　および自転車通学可能であり
　、登下校時の有意義な時間が
　確保されるが、その他の地域
　はスクールバス運行による登
　下校に依存する可能性が高い
　。

・敷地に近接部が土砂災害警戒
　区域にかかる。
　大雨や長雨時に土石流や急傾
　斜地崩壊のリスクを伴う可能
　生がある。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は低い。
・地耐力は比較的良好。

△

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当する。試掘調
　査等に時間を要することや、
　文化財出土時は配置計画の変
　更も考えられる。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。

△

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・南小拡張地のため周辺道路や
　インフラ整備は既に整備済み
　。

◎

△

△

○

・南小拡張地のため現南小学校区の
　住民に違和感は無いが、村内全域
　からみると立地に偏りを感じる。
・現地建替のため敷地は拡張される
　が配置計画に難易度は高く、児童
　の安全管理が求められる。
・避難所としても立地的に十分とは
　いえない。

2

2

3

2

2

4
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・約5万ｍ2超の広大な敷地面積
　を有し、敷地形状も整ってい
　ため、配置計画的には制限な
　く自由度も高い。
　敷地面積は3万ｍ2超で充足す
　ることから余剰スペースの利
　活用も可能である。

・段丘地域に位置する敷地であ
　ることから、標高差を克服す
　るため徒歩通学や自転車通学
　の自力通学は困難である。
　スクールバス運行も村内全域
　を網羅させるため経費も見込
　まれる。

・人口の多い低位段丘地域でな
　く、農耕地の広がる段丘地域
　に位置する敷地である。
　児童数の多い現南小学校区が
　推奨通学距離４ｋｍを超える
　と共に、標高差があるため徒
　歩通学、自転車通学の難易度
　が高い。

・高台の平坦地であるため土砂
　災害警戒区域にかからず災害
　のリスクは低い。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は無い。
・地耐力は地質調査により判断
　を要する
・避難所としての立地に課題有

○

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当しない。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。 ◎

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・敷地周辺は全て農耕地のため
　学校整備に伴い周辺道路整備
　やインフラ整備にコストと時
　間を要する。

△

◎

△

△

・段丘地域の農耕地を新たに開発し
　計画するため、都市環境整備にコ
　ストと時間を要する。
・雑多な環境が排除された美しい昭
　和村の風景の中での学び舎整備は
　魅力があるが、児童生徒の通学と
　スクールバス運行による経費負担
　に課題が残る。

4

2

2

3

4

2
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・約4万ｍ2超の敷地面積を有す
　るが、敷地形状が整形でない
　ため校舎等の建築物や校庭の
　配置計画に工夫を要する。
・不整形な敷地のため、必要と
　される専有敷地面積を超過す
　る整備計画となる可能性があ
　る。

・人口の多い低位段丘の中央付
　近に位置することから、多く
　の徒歩通学者や自転車通学者
　が見込める。段丘地域からの
　通学はスクールバス運行とな
　るが最小限の運行ルートによ
　る経費節減にも寄与すること
　が可能。

・土砂災害警戒区域にかからず
　災害のリスクは低い。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は低い。
・地耐力は地質調査により判断
　を要する

◎

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当しない。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。 ◎

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・県道下久屋・渋川線に接道し
　、周辺道路整備・インフラ整
　備にコストを要しない。

◎

○

◎

◎

・人口の多いエリアの中央に位置し
　通学距離や通学時間に支障なく、
　村内のすべての地域に対し、偏り
　のない立地といえる。
・災害のリスクや文化財埋蔵の可能
　生も低く、都市整備環境も整って
　いることから建築計画にも支障が
　少ない。

3

4

4

4

4

4

23

・人口の多い低位段丘地域でな
　く、農耕地の広がる段丘地域
　に位置する敷地である。
　児童数の多い現東小学校区お
　よび南小学工区の両地域を推
　奨通学距離４ｋｍ内に包含す
　るが標高差があるため徒歩通
　学の難易度が高い。

・段丘地域に位置する敷地であ
　ることから、標高差を克服す
　るため徒歩通学や自転車通学
　の自力通学は困難である。
　スクールバス運行も村内全域
　を網羅させるため経費も見込
　まれる。

・高台の平坦地であるため土砂
　災害警戒区域にかからず災害
　のリスクは低い。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は無い。
・地耐力は地質調査により判断
　を要する
・避難所としての立地に課題有

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当しない。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。 ◎

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・道の駅に隣接するため周辺道
　路やインフラ整備は既に整備
　済み。

○

◎

△

△

・昭和ICや集客のある道の駅に隣接
　する敷地であることから、一体的
　整備を図ることで昭和村としての
　魅力発信の場となり得る敷地。
・人口の多い低位段丘地域から距離
　を有するため、ほぼ全ての児童生
　徒はスクールバスによる通学とな
　る。

4

2

2

3

4

○

3
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・人口の多い低位段丘地域でな
　く、農耕地の広がる段丘地域
　に位置する敷地である。
　児童数の多い現南小学校区が
　推奨通学距離４ｋｍを超える
　と共に、標高差があるため徒
　歩通学、自転車通学の難易度
　が高い。

・段丘地域に位置する敷地であ
　ることから、標高差を克服す
　るため徒歩通学や自転車通学
　の自力通学は困難である。
　スクールバス運行も村内全域
　を網羅させるため経費も見込
　まれる。

・高台の平坦地であるため土砂
　災害警戒区域にかからず災害
　のリスクは低い。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性は無い。
・地耐力は地質調査により判断
　を要する
・避難所としての立地に課題有

・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当しない。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。 ◎

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・運動公園に隣接するため周辺
　道路やインフラ整備は既に整
　備済み。

○

◎

△

△

・村の公共施設である運動公園に隣
　設する敷地であることから屋外環
　境施設の相互利用や利用率向上に
　期待が持てる敷地である。
・人口の多い低位段丘地域から距離
　を有するため、ほぼ全ての児童生
　徒はスクールバスによる通学とな
　る。

4

2

2

3

4

○

3
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・約3万ｍ2超の敷地面積を有す
　るが、既存校舎を活用しなが
　らの現地建替計画が求められ
　るため、児童の安全確保と土
　地利用計画に制限が生じる。
・不整形な敷地のため必要とさ
　れる専有敷地面積を超過する
　整備計画となる可能性がある

△
2

◎
4

・村内でも比較的に児童数の多
　い現東小学校区および現南小
　学工区の両地域が、児童の推
　奨通学距離４ｋｍ内に包含さ
　れる。また中学生の通学にお
　いても自転車通学６ｋｍにお
　ける対象区域内の生徒数が多
　い。

・村内でも比較的に児童数の多
　い現東小学校区および現南小
　学工区の両地域が、児童の推
　奨通学距離４ｋｍ内に包含さ
　れる。また中学生の通学にお
　いても自転車通学６ｋｍにお
　ける対象区域内の生徒数が多
　い。

・人口の多い低位段丘の中央付
　近に位置することから、多く
　の徒歩通学者や自転車通学者
　が見込める。段丘地域からの
　通学はスクールバス運行とな
　るが最小限の運行ルートによ
　る経費節減にも寄与すること
　が可能。

◎
4

1
×

・敷地の全てが土砂災害警戒区
　域にかかる。
　大雨や長雨時に土石流や急傾
　斜地崩壊のリスクを伴う可能
　生が大いにある。
・片品川増水による浸水被害の
　可能性が高く、３～５ｍ未満
　の水深が見込まれる。
・地耐力は非常に良好。
・文化財の埋蔵の可能性がある
　包蔵区域に該当しない。
・農振除外、開発許可申請の手
　続きを要する。 ◎

4

・取得予定地に建築物や工作物
　は存在せず基本的に田畑であ　
　るため用地取得は比較的容易
・昭和中拡張地のため周辺道路
　やインフラ整備は既に整備済
　み。

◎
4

19

・災害時の安全性が確保出来ないた
　め学校施設として、または避難所
　として支障がある。
・昭和中拡張地のため人口の多いエ
　リアの中央に位置し通学距離や通
　学時間に支障なく、村内のすべて
　の地域に対し、偏りのない立地と
　いえる。

面積：58,030.69ｍ2
外周：1,047.52ｍ

面積：45,631.00ｍ2
外周：888.19ｍ

・約4万ｍ2超の広大な敷地面積
　を有し、敷地形状も整ってい
　ため、配置計画的には制限な
　く自由度も高い。
　敷地面積は3万ｍ2超で充足す
　ることから余剰スペースの利
　活用も可能である。

・約5万ｍ2超の広大な敷地面積
　を有し、敷地形状も整ってい
　ため、配置計画的には制限な
　く自由度も高い。
　敷地面積は3万ｍ2超で充足す
　ることから余剰スペースの利
　活用も可能である。


